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11 月の納税（納期限…11月 30日金） 　収納室　  63‐7439国民健康保険税（第5期）

市民の皆さんの
意見を反映する

条例や市の重要な計画などを
素案の段階で市民に公表し
て意見を求め、提出された
内容を考慮して決定
を行う制度です

パブリックコメント 《ご意見の提出方法》

意見募集期間
　市では今回 2つの計画の素案に対する皆
さんのご意見を募集しています。「○○○（素
案）に関する意見」と記入し、素案に対する
意見、氏名、住所、電話番号を書いて次のい
ずれかの方法で送付してください。

◆電子メール ◆ファクス（64‐2560）
◆郵便（〒 518‐0492 鴻之台 1‐1）　◆直接持参 

素案に対する皆さんのご意見をお寄せください
　～ 12月 14日金

●南海トラフ地震に関する情報（臨時）が発
表された場合の対応の追加

●災害対策基本法などの改正に伴う修正
●自助・共助による地域防災力の強化に伴う
修正

●応援・受援体制の整備の追加

主な修正内容

素案

 危機管理室（市役所 2階）
 63‐7271　  kikikanri@city.nabari.mie.jp

 観光交流室（市役所 4階）
 63‐7648　  kankou@city.nabari.mie.jp

「名張市地域防災計画及び名張市水防計画の改定」

計画期間　平成 31年度～ 4年間

「名張市観光戦略」2019改定版 素案

　地域防災計画は、災害対策基本法などに基づ
き、市の災害についての防災応急対策や災害時
における市や関係機関、市民が担う役割などを
規定しています。
　平成 29年から気象庁の地震関連情報は東海
地震の情報に替え南海トラフ地震に関する情
報が提供されていることや、近年の大規模災害
における課題への対応をはじめ、国・県の防災
計画や、災害関連法令などの改正とも整合性を
図らなければならないことから、本市の地域防
災計画を修正することとしました。

　インバウンドをはじめ今後大きな経済効果
が期待できる観光は、重要な産業です。観光
産業の活性化は、地域における消費の増加や
新たな雇用創出などにつながります。
　日々変化し続ける観光ニーズや市場の動向
を踏まえ、「名張市観光戦略」を改定し「名張
市の目指す観光の姿」や「重点戦略とその展開」
などをまとめました。

平成31年度第1学期（4月）入学
放送大学の学生を募集

　放送大学は、テレビやインターネットで授業を
行う通信制の大学です。働きながら学んで大学を
卒業したいなど、幅広い世代の人が学んでいます。
募集する学生の種類（教養学部）
▼全科履修生　▼選科履修生　▼科目履修生
入学資格　大学卒業を目的とする全科履修生は
18歳以上で、高等学校卒業、またはこれと同
等以上。科目履修生、選科履修生は、15歳以
上であれば可

※入学試験はありません。大学院については
お問い合わせください。

募集期間　12月 1日土～平成31年 3月 17日日
募集要項の請求先　放送大学ホームページ

 放送大学三重学習センター（三重県総合文化セ
ンター内）　  059‐233‐1170（月曜日休館）

若干名

採用職種／採用予定人数 受験資格（下記のほかにも法律などにより一定の要件があります）

○昭和４８年４月２日以降に生まれ、看護師免許を有し交替勤務が可能な人
○昭和５３年４月２日以降に生まれ、交代勤務が可能で、平成３１年３月３１日に
看護師免許取得予定の人

○次のいずれかに該当する人
１．昭和４３年４月２日以降に生まれ、５年以上の勤務経験がある保健師・助産
師・看護師で、看護教員養成講習会を修了した人（平成３１年３月３１日までに
看護教員養成講習会を修了見込みの人を含む）
２．昭和４３年４月２日以降に生まれ、看護専門学校・看護短期大学（３年課
程）・看護系大学・看護系大学院卒業後、専門分野の教育内容のうちの一つ
の分野に３年以上従事した保健師・助産師・看護師で、大学で教育に関する
科目を４単位以上履修した人
３．昭和48年４月２日以降に生まれ、看護専門学校・看護短期大学（３年課
程）、看護系大学卒業後、保健師・助産師・看護師として５年以上業務に従事
した人（採用後看護教員養成講習会を受講できる人）

看護師

看護教員 若干名

平成 31年 4月採用予定 看護師、看護教員募集
 職員選考委員会事務局（市立病院総務企画室内）　  61‐1100（代表）

募集期間　11 月 26日月～ 12月 14日金　　試験日  平成 31年 1月 26日土

※素案は、市ホームページ、または、市民センター、市役所
１階案内、各担当室、２階秘書広報室でご覧いただけます。

素案に対する皆さんのご意見をお寄せください素案に対する皆さんのご意見をお寄せください

●市場創造戦略…マーケティングの強化や、
外国人誘客などを進めます。

●ブランディング戦略…忍者をキーワードと
した新たな観光資源の開発などを進めます。

●広報戦略…SNS を活用するなど、あらゆる
手法で効果的な情報の発信をします。

●体制強化戦略…住民が主体となった「観光地
域づくり」の仕組みの構築に取り組みます。

重点戦略の主な取り組み　


